
 

 

新宿御苑特別開園の利用条件 

 

令和２年 10月 27日 

（令和８年１月 30日最終改正） 

環境省新宿御苑管理事務所長 

 

特別開園の利用には次に揚げる全ての条件を満たす必要があります。 

 

１．遵守すべき事項  

（１）許可を受けた範囲のみの使用とすること。 

（２）利用期間は原則連続した３日以内（設営・撤去を含む）とすること。 

（３）行事に係る一切の必要な準備・実施・撤去・原状回復は利用者の負担で行うこと。 

（４）庭園施設の保護のために必要な養生、施設賠償責任保険等の加入その他の必要な措置

は、利用者の責任及び負担により行うこと。 

（５）行事の実施に伴う行政機関への届出、近隣住民への説明等必要な措置は、利用者が行

うこと 

（６）新宿御苑管理事務所からの指示に従うこと。 

 

２．利用に際しての主な注意事項  

（１）行事の参加者に万が一事故やトラブル等があった場合は利用者の責任において対応す

ること。なお、参加者等が怪我をした場合は利用者の責任において、手当てし、必要に

応じて救急車を手配すること。 

（２）音響設備を使用する場合は必要最小限とし、事前に地域住民への説明を十分に行い理

解を得ること。 

（３）芝生への車両の立入りは禁止とする。また、園内を走行できる車両は原則車両総重量

4t 車までとする。 

（４）特別開園の利用区域に芝生地が含まれている場合、利用前と利用後の写真（工作物の

設置があれば、工作物設置後と工作物撤去後の写真も必要）を新宿御苑管理事務所まで

提出すること。 

（５）特別開園の利用により新宿御苑の芝生に影響があった場合、利用者の責任において芝

生の原状回復を行うこと。なお、原状回復の方法については、新宿御苑管理事務所の指

示を仰ぐこと。 

（６）特別開園の利用により新宿御苑の樹木等に被害が生じた場合、新宿御苑管理事務所の

指示の下、必要な対策を行うこと。 

（７）利用者及びその関係者の入退園は、原則管理門を使用する。門の開閉及び、利用者・

関係者の入退園は、徹底した管理を行うこと。 

（８）ゴミは適切に処理し、使用範囲（周辺含む）の清掃を行うこと。また、入園から退園

までに係る全ての関係する場所において、原状回復を徹底すること。 



 

 

（９）参加者等からの問合せに対応できる窓口を設置し、行事の事前告知を行う際に、必ず

問合せ窓口の連絡先を標記すること。 

（10）あらかじめ利用期間中の対象箇所における工事等有無について新宿御苑管理事務所に

確認の上で、支障がないよう工事請負者等と事前調整を行い、必要な措置を講じること。 


